
（保存版）                                                    令和８年４月８日現在 

 

大雨・暴風警報・地震・津波発生時の措置について！    

                                                                                               

 風水害警報発令時・地震時、またはそのおそれのある時の児童の登校ならびに緊急安全措置については、次

のとおりの扱いとします。よく見える所に貼るなどして、お子様の登下校には十分気をつけてください。 

昨年度は、午前９時の時点で登校・休校を判断していましたが、今年度からは午前8時になっています。間違

えないようにしてください。 

  

◆大雨・暴風の時  

 

                           に                                のいずれかが 
    

                                                   （特別）                 （特別） 

★午前８時までに     

  解除された時は   
⇒ 

 

★午前８時になっても   

  解除されない時は 
⇒ 

 

   

◎登校後、警報または特別警報が発表された時 
 

  各家庭へは、「LINEスクール」で連絡しますので、原則、学校へ迎えに来てください。 
児童は 体育館で待機します。  

※運動場を開放します。運動場では係の指示に従ってください。 
※車による東門からのご来校はご遠慮ください。 

    ※迎えの方は、児童の名前を学級担任に告げ、確認後、引き渡しを行います。 

＊＊＊＊＊◎原則、児童は保護者が迎えに来るまで学校で保護します。◎＊＊＊＊＊ 

※迎えが遅れる場合は、その旨「LINEスクール」にてお知らせください。  

※代理の方に迎えをお願いする場合は、必ずその旨「LINEスクール」にてお知らせください。（引き渡 
し確認時に必要になります。） 

※緊急連絡用回線確保のため、学校への電話はお控えください。 
 

  ◎給食について 

 ▼午前６時の時点で警報が発表されている時は、給食と午後の授業はありません。 
 

 ▼翌朝、近畿地方に台風の上陸が予想される場合など、前日の午後５時から７時の段階で給食を 
中止することもあります。その場合も、「LINEスクール」で連絡します。翌日台風がそれて暴風警報 
・大雨警報が解除されていても給食が実施できませんので、授業は午前中で打ち切り、１２時をめ 
どに下校します。 

 
◆地震・津波発生の時 

◎防災無線、テレビ・ラジオ放送などの情報に注意してください。 

★登校前に震度５弱以上の大地震が発生した時 ⇒ 臨時休校とします。 
      （授業ができる場合は、学校より「LINEスクール」で連絡します。） 

★大津波警報及び避難指示・勧告が発令中の場合、自宅待機または避難してください。 

 
◆その他 

☆日頃から児童に避難場所や避難経路について十分に話をしておいてください。 
☆自宅にいて、大雨警報または、暴風警報、特別警報が発表された場合・大地震が起こった場合等は、お子さ
んの安全について十分配慮して、自身の安全確保を優先してください。臨時休校の措置の後、警報が解除さ
れても、危険な箇所に近寄らないよう注意してください。（外出したり、戸外で遊んだりしないように。） 


